
平成１８年度宮前老人福祉センターの管理運営に対する評価について

１　指定管理者

(1)　指定管理者 社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会（川崎市宮前区宮崎２－６－１０）

(2)　指定期間 平成１８年４月１日　～　平成２１年３月３１日

(3)　業務の範囲 ・老人福祉センターの業務
  利用証の発行、教養講座・レクリエーション等の実施及び場の提供、健康相談・生
  活相談事業、機能回復訓練事業、入浴事業
・施設等の維持管理に関する業務

２　管理運営（事業執行）に対する評価

評価項目 平成１８年度管理運営の状況 評価及び指導
(1)　管理業務の実施状況

①管理運営の基本的事
項

運営にあたっては、①高齢者の健康・生き
がい作り、②健康相談・生活相談の実施、
③地域交流の場としての事業実施を推進し
ながら高齢者の引きこもり予防、体力低下
予防に留意し、地域の拠点となるよう努め
た。また、館内は設備や温度等を適正に保
ち、利用者と積極的にコミュニケーションを
図った。

年度を通じて順調に管理運営が
行われていることは評価できる。
また、利用者と積極的にコミュニ
ケーションを図っている点は評価
できる。今後とも、地域の拠点とな
るような取り組みを図ることを望
む。

②安全管理への取り組
み

防火管理者、公衆浴場管理者、看護師を
配置した。危険箇所については、直ちに補
修修繕を行った。また、入館者の確認ととも
に定期巡回を実施し、不審者の入館等のな
いよう管理した。防災に関しては、消防計画
等の作成、定期的な避難訓練の実施、防
災講座による利用者への啓発事業を実施
した。

概ね適切な安全管理がなされて
いる。防災講座による利用者への
啓発事業を行っている点は評価
できる。今後とも、利用者の安全
の確保に努めることを望む。

③運営に関する業務 講座は、利用者の教養の向上と健康保持
増進、趣味や学習を通じて人々の交流が
図れるように実施した。行事は、「地域との
交流を深めること」を基本的な考え方とし、
利用者同士の交流だけでなく、地域や関係
機関との関係づくりに資する行事を実施し
た。入浴事業については、希望者に血圧測
定等の健康チェックを行い、浴室前には
マッサージチェア、按摩器を設置した。

年度を通じて概ね順調に運営が
行われている。入浴事業につい
て、利用者の健康に配慮している
点は評価できる。今後とも、各事
業の充実を図ることを期待する。

(2)　利用状況
①利用状況 利用状況は、前年度に比べ大き

な差異はなく、ほぼ安定してい
る。

団体利用者数 １９，６８７人
個人利用者数 ３２，９７２人
合計利用者数 ５２，６５９人
入浴者数 ５，３１３人
各種相談件数 １，０１５件

②講座・行事・機能回復
訓練の実施状況

実施状況は、概ね計画とおりであ
る。今後も、利用者意見を踏まえ
つつ、より一層の内容の充実を図
ることを期待する。

講座実施回数 ２０３回
講座参加人数 ５，５５９人
行事実施回数 ５２回
機能回復訓練実施回数 ２２回
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評価項目 平成１８年度管理運営の状況 評価及び指導
(3)　収支状況

①　収支状況 委託料の範囲内で、適切な執行
がなされたことは評価できる。今
後もサービスの質を維持しなが
ら、適切な委託料の執行を期待す
る。

収入金額 ４９，３８５，８９１円
指定管理委託料 ４９，３８５，８９１円

支出金額 ４８，６３０，８０８円

　 人件費 ３４，２３３，１７３円

事務費 １１，８０８，５９１円

事業費 ２，５８９，０４４円

収支差額 ７５５，０８３円

(4)　その他
①　利用者からの意見・ 「宮前区社会福祉協議会苦情解決実施要

綱」により、苦情解決体制を確保した。利用
者の要望については、日常的に職員が利
用者の意見を聞くと共に、団体利用者懇談
会の開催や意見箱の設置をした。また、利
用者が行事の企画運営に参加するよう努
めた。

意見・要望等の受付体制は整って
いる。団体利用者懇談会の開催
や意見箱の設置をしている点は、
評価できる。

要望等への対応

② 個人情報の保護 宮前区社会福祉協議会における個人情報
に関する方針に基づき、個人情報の保護に
努めた。また、この方針を館内に掲示し、周
知した。利用証の発行に際しては、利用者
に説明し、理解を求め、個人情報の保護に
は十分に配慮した。講座や事業の実施等
で作成する名簿については、センター外に
持ち出さないこととし、保存管理は職員が
行った。また、書類の廃棄については、シュ
レッダーを使用して処理した。

個人情報保護の重要性を十分認
識しており評価できる。今後も、全
職員の認識を高め、個人情報保
護の徹底を図ることを望む。

３　管理運営（事業執行）に対する全体的な評価

平成１８年度においては、指定管理業務を開始して１年目でありながら、概ね事業計画に沿った管理運営
ができており、全体的に安定した管理運営がなされている。老人福祉センターの目的である各種相談の実
施、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することが概ね達成でき
ていると評価できる。

４　来年度の管理運営（事業執行）に対する指導事項等

・今後とも高齢者の心身に配慮しながら、一層のサービス向上に努めること。
・駅前にあるという好立地を生かし、地域交流を促進し、地域の拠点となるような取り組みをさらに促進する
こと。
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